
標識設置まで

①1,000㎡以上・・・着手30日前まで
②飛散性アスベストを含むもの・・・着手14日前まで
③上記以外・・・着手７日前まで

　　　 ・工事規模等による

　　　・解体等工事の指導基準及び遵守基準に関する事項について協議

　　　　①振動、騒音、粉じん（アスベストを含む）について
　　　　　　　　⇒　環境保全課と協議
　　　　②その他の項目について
　　　　　　　　⇒　建築指導課と協議

　　　　　　　　　 　・必要がある場合

～土地利用・まちづくりのための条例～

土地利用調整関連条例土地利用調整関連条例
8.  建築物の解体等工事の流れ

  問合せ先    横須賀市都市部　〒238-8550 横須賀市小川町11番地

　建築物の解体等工事に係る計画の住民への事前周知に関し必要な事項等を定めることにより、紛争を未然に
防止し、もって地域における良好な近隣関係を保持するとともに、生活環境の保全に資することを目的として、
「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例」を制定しました。

解体等工事計画届出書の提出

標　識　設　置

解体等工事説明ちらし配布

説明会等実施

説明会等報告書の提出

解体等工事着手届の提出

解体等工事の着手

工事完了届の提出

勧　　　　　告

公　　　　表

命　　　　　令

罰　　　　　則

7

このパンフレットは、グリーン購入法に基づく令和７年度横須賀市グリーン購入調達方針の判断の基準を満たす紙を使用し
かつ、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料〔Ａランク〕のみを用いて1,000部印刷し、１部83.6円で製作しています。

①横須賀市土地利用基本条例 都市計画課（電話 046-822-8355）
②都市計画決定等に係る手続きに関する条例 都市計画課（電話 046-822-8355）
③市街地における適正な土地の高度利用に関する条例 都市計画課（電話 046-822-8355）
④開発許可等の基準及び手続に関する条例 宅地審査防災課（電話 046-822-8317）
⑤宅地造成等に関する工事の許可の基準及び手続に関する条例 宅地審査防災課（電話 046-822-8317）
⑥横須賀市景観条例 まちなみ景観課（電話 046-822-8377）
⑦適正な土地利用の調整に関する条例 宅地審査防災課（電話046-822-8317）、都市計画課（電話046-822-8355）ほか
⑧特定建築等行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例 宅地審査防災課（電話046-822-8317）、都市計画課（電話046-822-8355）
⑨横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例 建築指導課（電話 046-822-9530）、環境部環境保全課（電話 046-822-9662）

○手続の流れ

○罰則等
・条例の規定に従わない工事業者等に対し、行為を停止し又は
  違反是正のための必要な措置を講ずるよう勧告
・正当な理由なく勧告に従わない場合に、その旨を公表

・勧告に従わない場合、行為を停止し又は相当の期間を定めて
  違反を是正するための措置をとることを命令
・命令に違反した者（６月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金）、
  工事着手届又は工事完了届を提出しない者（５万円以下の過料）

市 

長 

と 

の 

協 

議

状況等の報告

令和７年(2025年)７月

飛散性アスベストを含む工事の場合
測定計画届出書の提出

飛散性アスベストを含む工事の場合
測定結果届出書の提出

横須賀市



⑤特定用途建築物への用途変更

横須賀市土地利用基本条例（平成17年7月施行）
　　　土地利用の調整に関する指針（平成19年2月策定）

都市計画決定等に係る手続きに関する条例 （平成17年7月施行）

市街地における適正な土地の高度利用に関する条例　　　　   （平成19年4月施行）

開発許可等の基準及び手続に関する条例 　　　   （平成17年7月施行）

宅地造成等に関する工事の許可の基準及び手続に関する条例   （平成18年10月施行）

横須賀市景観条例 　　　　　　　　　　    （平成16年7月施行）

適正な土地利用の調整に関する条例 　　　   （平成17年7月施行）

特定建築等行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例           （平成15年2月施行）

横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例
     　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成30年7月施行）

主として建築物の建築を目的とする開発事業
（500㎡以上の土地の区画形質の変更）
自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発事業
（500㎡以上の土地の区画形質の変更）
土地そのものの利用を主たる構成要素とする開発事業
（500㎡以上の土地の区画形質の変更）
高さが10m（商業・工業・工業専用地域は20m）を超える建築物の建築
延べ面積が1,000㎡を超える建築物の建築（商業・工業・工業専用地域を除く）
・ホテル、旅館、ぱちんこ屋、ゲームセンター等の建築（商業・工業・工業専用地域を除く）
・物品販売店（床面積の合計が1,000㎡を超えるもの）の建築（商業・工業・工業専用地域を
除く）
既存の建築物の全部又は一部の用途をホテル、旅館、ぱちんこ屋、ゲームセンター等への
変更（商業・工業・工業専用地域を除く）
建築物に接する地面の高低差が2mを超えるものの建築
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の規定の許可を要する行為
墓地・ペット霊園等の設置
工場、倉庫、作業所、危険物の貯蔵・処理のための施設等（床面積の合計が1,000㎡を超え
るもの）の建築
市街化調整区域内における資材置場（土地の面積500㎡以上）の設置
工場跡地における①～⑩の土地利用行為（区域面積3,000㎡以上）
公有水面の埋立て・公有水面における工作物の新築等（区域面積1,000㎡以上）

地区土地利用協定区域内における①～⑫以外の建築物の建築・工作物の築造等

3. 土地利用調整関連条例の3つのコンセプト

①計画適合
　土地利用基本条例において、本市のあるべき土地利用の方向性を示す「土地利用の調整に関する指針」
を策定することを明示し、この指針に基づき、個別条例により土地利用の調整を行います。
　また、この土地利用基本条例自身においても、大規模土地利用行為に係る市長との協議による調整手続
を設け、計画適合型の土地利用を図ります。

②基準適合
　都市計画法や建築基準法などの土地利用に関する法律に基づく規制のほかに、横須賀市の地域特性に
応じた独自の基準を設けて、「基準適合」型の土地利用の調整を図ります。
　○「土地利用基本条例」の「土地利用関連法令確認手続」
　○「開発許可等の基準及び手続に関する条例」の「開発許可等の基準」
　○「宅地造成等に関する工事の許可の基準及び手続に関する条例」の「宅地造成等に関する工事の許可の基準」
　○「適正な土地利用の調整に関する条例」の「土地利用調整基準」（P3・4参照）

③わがまちのルール
　住民自治の観点から、住民が自らのまちを守り育てていくために、まちづくり・土地利用のルールを住民
の手でつくる制度を設けました。
　○「都市計画決定等に係る手続きに関する条例」の「都市計画の住民提案制度」
　○「適正な土地利用の調整に関する条例」の「地区土地利用協定制度」

①開発事業

②中高層建築物の建築
③大規模建築物の建築

④特定用途建築物の建築

⑥がけ地建築物の建築
⑦宅地造成等

⑨工場等の建築

⑧墓地等の設置

⑩資材置場の設置
⑪工場跡地における土地利用行為
⑫埋立行為
⑬地区土地利用協定区域内の
　建築等

1.  横須賀にふさわしいまちづくりを進めるために
　社会経済情勢の変化に伴う高層マンション建設、がけ地開発、郊外への深夜営業型ショッピングセンター
進出、分譲墓地造成などの新たな土地需要は、本市において、様々な土地利用上の課題をもたらしています。
事業者と住民間の紛争に発展する事例も少なくありません。市街化調整区域内に設置される資材置場が
自然環境を悪化させたり、違法建築物の建設につながったりするといったケースもあります。
　こうした課題に対応し、横須賀にふさわしいまちづくりを推進するための土地利用の規制と誘導を行う
ために、横須賀市土地利用基本条例をはじめとする土地利用調整関連条例を制定しました。
　市は、これらの条例を適正に運用し、以下の実現を目指します。

優れた都市景観の形成

良好な生活環境の維持

個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現

2. 条例を体系的に整備
　土地利用調整関連条例は、「横須賀市土地利用基本条例」を始めとして、その趣旨に基づく幾つかの個別
条例を設け、体系的に整備しました。
　基本条例は、土地利用の調整に関するすべての条例の基本となるもので、横須賀にふさわしい土地利用
の理念と基本原則を示しています。
　個別条例は基本条例の趣旨や目的を実現するために、具体的な基準や手続などを定めています。

●土地利用調整関連条例の体系

横須賀市土地利用基本条例（平成17年7月施行）
　　　土地利用の調整に関する指針（平成19年2月策定）

※土地利用関連法令確認申出が必要となる行為はP5・6参照

4.  適正な土地利用の調整に関する条例の対象となる土地

建築物系の
開発事業

非建築物系の
開発事業

自己居住用の
開発事業

２１



※　 と　 の両申請が必要となる場合があります。

ネオン

華美な広告物

点滅・動光
照明設備

斜面地の緑地を
確保するための基準

斜面地における
人工地盤及び架台の制限

特定用途建築物などの
制限（大規模物販店）

工業地域における
生産環境の確保の基準

市街化調整区域内の
「資材置場」設置基準

特定用途建築物などの
制限（ホテル）

ネオン

華美な広告物

サーチライト

5.  土地利用調整基準の概要
　個別条例の１つ「適正な土地利用の調整に関する条例」では、土地利用行為を行うときのさまざまなケースにつ
いて具体的な基準を定めています。そのなかで、本市でも紛争になることの多いケースについては、図１～図６の
ような基準を定めています。

図１

図２

図３

図４

図５

図６

※住居系用途地域＝第１・２種低層住居専用地域、第１・２種中高層住居専用地域、第１・２種住居地域

斜面地の緑地を
確保するための基準

斜面地における
人工地盤及び架台の制限

特定用途建築物などの
制限（ホテル）

特定用途建築物などの
制限（大規模物販店）

工業地域における
生産環境の確保の基準

市街化調整区域内の
「資材置場」設置基準

住居系用途地域（※）・
市街化調整区域内で
斜面の勾配が30度以上

中が見える塀・フェンスや
樹林帯などで周りを囲む

設置者・使用者名の書かれた
耐久性のある表示板を設置する

決められた比率で緑地
を確保する

資材を積むときは、
安全確保の措置を行う

その他の「土地利用調整基準」として、以下の基準が定められています。

○遵守基準（守らなければならない基準）
　 墓地等の制限・がけ地建築物の建築に係る措置・テレビジョン電波受信障害対策・景観創出に係る基準・
　 公共公益的施設の整備等の基準（道路・防犯灯の設置・防災行政無線拡声受信装置等・消火活動用空地・
　 ごみ集積所・集会施設・土砂等の搬出入）・市街化調整区域内の3,000㎡以上の開発事業（建築物系・非
　 建築物系）の基準・1,000㎡以上の埋立行為の基準
  

○指導基準（努力を求める基準）
　 工場跡地の土地利用・生活環境等に配慮した土地利用（緑化・駐車施設・地区計画等の活用等・文化財の
　 保護・環境配慮・都市景観創出・防犯に対する配慮・宅地造成等の基準）・市街化調整区域内の開発事業に
　 おける建築物の整備

6.  横須賀市土地利用基本条例等の手続

1ha以上の土地利用行為等

審 議 審 査

審 査
確 認

大規模土地利用行為連絡

調整会議

（政策判断を要するもの

  は土地利用調整審議会

  にも意見を聴く）

標準処理期間  形式審査

が整ってから２か月

一定規模以上の土地利用行為

標準処理期間  ７日

※　 の手続を要するものについては、

　　 の手続は不要です。

・土地利用調整基準への

　適合

・市長等との協議

標準処理期間

行為の内容により、

14日・21日・30日

適正な住民調整等の実施

標準処理期間

行為の内容により、

14日・21日

大
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横須賀市土地利用基本条例

適正な土地利用の調整に関する条例

特定建築等行為に係る手続及び紛争
の調整に関する条例

【
凡
例
】

開発事業（区域面積500㎡以上）
中高層・大規模・がけ地建築物
の建築（敷地面積500㎡以上）
自己居住用の開発事業・宅地造
成等（500㎡以上）は緑地の確保
のみ該当

住居系用途地域（※）・市街化調整区域
内で行う中高層・大規模建築物の建築

（例）◯◯マンション表示板
１．この周辺の用途地域は工業
      地域で、工業の業務の利便の
      増進を図る地域です。
２．この周辺には次の工場が立地
　  しています。
　  ①自動車部品製造工場
　  ②銅材加工工場
この表示板は「適正な土地利用の
調整に関する条例」に基づき設置
しています。

工場などの騒音・振動によって、住民の
生活環境に支障が出ないよう、事業者
はマンション建設時から必要な措置を
講ずること

騒音・振動・粉じんなどの発生で
周辺環境を悪化させないよう
適正に維持管理する
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置
の
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高
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が
　
以
下

5m

緑地を20％以上確保した
場合は高低差が9m以下

駐車場設置

幅0.8m以上 住居系用途地域（※）と準工業地域に限る

緩衝緑地などの設置

騒音対策

樹
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高
さ
　
m
以
上

1.8

B

6m
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幅0.8m以上

緩衝緑地などの設置
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防音サッシ

幅0.8m以上

緩衝緑地などの設置

樹
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さ
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ネオン

華美な広告物
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点滅・動光
照明設備

住居系用途地域（※）と準工業地域に限る

1.8

資材を積むときは、
安全確保の措置を行う

３ ４

1ha以上の場合

3000㎡以上1ha未満の場合

500㎡以上

25％以上

15％以上

10％以上

……………

……………

……………



7.  土地利用行為についての主な手続の流れ（全体図）

　　　　　大規模土地利用行為調整手続
・土地の面積が１ha以上の土地の区画形質の変更・ 
　木竹の伐採・物件の堆積・建築物の建築
・１ha以上の海面の埋立て
・床面積の合計が、5,000㎡以上の集客施設の建築
　（近隣商業・商業地域を除く）　ほか

土　地利用関連法令の確認申出（一定規模以上の土地利用行為）
①区画形質の変更・木竹の伐採・物件の堆積・建築物の建　築で当該土地利用に供する土地の面積が500㎡以上のもの　  ②勾配が30度を超え、かつ当該土地利用に供する土
地の高低差が3ｍを超える斜面地における区画形質の変更・ ）。る限にのもるえ超を㎡001が計合の積面の版床（ 版床び及壁は又柱（ 台架（ 物築建・積堆の件物・採伐の竹木　
で構成される工作物で、床版の上部を建築物の建築以外の　目的に利用するもの）を含む。）の建築、並びに建築物に接する地表面の高低差が2ｍを超えるものの建築　③建
築物・工作物で高さが10ｍを超えるものの建築・築造　④ ホテル、旅館、カラオケボックス、ぱちんこ屋及びゲームセンターほか（「ホテル等」）の建築／現に存する建築物
の全部又は一部の用途をホテル等とする行為　⑤１ｍを超　える切土・盛土　⑥一時的な土石の堆積（宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第8条第10号に掲げるもの

　を除く。　⑦ 1,000㎡以上の海面の埋立て　⑧太陽光発電 装置の設置（既存の家屋の屋根等への設置を除く。）のうち、当該土地利用の用に供する土地の面積が500㎡以
上のもの　⑨墓地等の設置 ほか

※建築物の解体等工事の流れは次頁参照
　①床面積の合計が80㎡以上の解体工事
　②飛散性アスベストの除去等の処理工事

※がけ地建築物の建築・宅地造成等を除く。
建築物系の開発事業　　中高層建築物の建築　　大規模建築物の建築　　特定用途建築物の　建築　　特定用途建築物への用途変更
がけ地建築物の建築　　宅地造成等　　墓地等の設置 自己居住用の開発事業　 非建築物系の開発事業　工場等の建築

市街化調整区域内の資　 材置場の設置　工場跡地の土地利用　埋立行為 地区土地利用協定区域内の土地利用行為

紛争調整手続

特定建築等行為紛争調整
委員会による調停

市長によるあっせん

特定建築等行為のお知らせ板設置

特定建築等行為の事前協議

特定建築等行為についての住民説明
※ 説明会対象特定建築等行為については説明会を開催

説明報告書提出

住民の要望書・土地利用行為者の回答書
（説明会対象特定建築等行為については再要望書・再回答書）

「開発許可等の基準及び手続に関する条例」
「宅地造成等に関する工事の許可の基準及び手続に関する条例」
「横須賀市景観条例」
「適正な土地利用の調整に関する条例」
「特定建築等行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例」
「適正な土地利用の調整に関する条例
「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例」

【凡　例】

・遵守基準への適合
公共・公益的施設について市

承認取消し

行為施行者決定後の
追加説明

追加説明報告書提出

説明を求める命令

特定建築等行為の承認

特定建築等行為承認申請

土地利用行為の承認

土地利用行為承認申請

罰　　則
(６ヶ月以下の拘禁刑・50万円以下の罰金)

未承認の土地利用行為の着手制限

未承認着手・不適合に対する
是正勧告

是正命令

行為着手の　届出

承   認   取   消   し

行為完了の　届出

適合証の交　付

不適合

着　　　　　　　　　　　　手

宅地造成等工事許可申請

許　可　基　準 許　可　基　準

法定手続

開発許可等申請 その他の
法定許可等申請

都市計画法第32条
同意協議

法　　　定　　　許　　　可　　　等

※特定建築等行為
　の完了の日まで 「横須賀市土地利用基本条例」

「特定建築等行為条例」共通

景観法届出

着手届の提出

適合証の交付

景 観 協 議

の通知

完了届の提出

・ 　長等と協議

『土地利用調整基準』
・遵守基準
・指導基準
・ 市街化調整区域内の土地利用　基準等

協議終了

為
行
象
対

」・
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標識設置まで

①1,000㎡以上・・・着手30日前まで
②飛散性アスベストを含むもの・・・着手14日前まで
③上記以外・・・着手７日前まで

　　　 ・工事規模等による

　　　・解体等工事の指導基準及び遵守基準に関する事項について協議

　　　　①振動、騒音、粉じん（アスベストを含む）について
　　　　　　　　⇒　環境保全課と協議
　　　　②その他の項目について
　　　　　　　　⇒　建築指導課と協議

　　　　　　　　　 　・必要がある場合

～土地利用・まちづくりのための条例～

土地利用調整関連条例土地利用調整関連条例
8.  建築物の解体等工事の流れ

  問合せ先    横須賀市都市部　〒238-8550 横須賀市小川町11番地

　建築物の解体等工事に係る計画の住民への事前周知に関し必要な事項等を定めることにより、紛争を未然に
防止し、もって地域における良好な近隣関係を保持するとともに、生活環境の保全に資することを目的として、
「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例」を制定しました。

解体等工事計画届出書の提出

標　識　設　置

解体等工事説明ちらし配布

説明会等実施

説明会等報告書の提出

解体等工事着手届の提出

解体等工事の着手

工事完了届の提出

勧　　　　　告

公　　　　表

命　　　　　令

罰　　　　　則

7

このパンフレットは、グリーン購入法に基づく令和７年度横須賀市グリーン購入調達方針の判断の基準を満たす紙を使用し
かつ、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料〔Ａランク〕のみを用いて1,000部印刷し、１部83.6円で製作しています。

①横須賀市土地利用基本条例 都市計画課（電話 046-822-8355）
②都市計画決定等に係る手続きに関する条例 都市計画課（電話 046-822-8355）
③市街地における適正な土地の高度利用に関する条例 都市計画課（電話 046-822-8355）
④開発許可等の基準及び手続に関する条例 宅地審査防災課（電話 046-822-8317）
⑤宅地造成等に関する工事の許可の基準及び手続に関する条例 宅地審査防災課（電話 046-822-8317）
⑥横須賀市景観条例 まちなみ景観課（電話 046-822-8377）
⑦適正な土地利用の調整に関する条例 宅地審査防災課（電話046-822-8317）、都市計画課（電話046-822-8355）ほか
⑧特定建築等行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例 宅地審査防災課（電話046-822-8317）、都市計画課（電話046-822-8355）
⑨横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例 建築指導課（電話 046-822-9530）、環境部環境保全課（電話 046-822-9662）

○手続の流れ

○罰則等
・条例の規定に従わない工事業者等に対し、行為を停止し又は
  違反是正のための必要な措置を講ずるよう勧告
・正当な理由なく勧告に従わない場合に、その旨を公表

・勧告に従わない場合、行為を停止し又は相当の期間を定めて
  違反を是正するための措置をとることを命令
・命令に違反した者（６月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金）、
  工事着手届又は工事完了届を提出しない者（５万円以下の過料）

市 

長 

と 

の 
協 
議

状況等の報告

令和７年(2025年)７月

飛散性アスベストを含む工事の場合
測定計画届出書の提出

飛散性アスベストを含む工事の場合
測定結果届出書の提出

横須賀市


